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相

績

税

の

古
同

申、f
i

、

-由中
」而山
T

戸

正

雄

緒

ー
回

此
度
、
政
府
の
大
増
税
計
叢
に
件
ふ
て
税
制
改
革
案
が
公
表
せ
ら
れ
た
。
其
輪
廓
は
大
関
K
於
て
は
ま
づ
安
首
た
も
の
」
す
べ
き

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
共
各
部
聞
に
亙
り
て
仔
細
に
之
を
検
討
す
る
と
き
に
は
、
可
た
り
に
非
議
す
べ
き
も
の
が
存
す
る
。
特
に
金
韓

上
、
そ
の
増
税
程
度
が
過
高
で
あ
り
、
急
激
-
な
る
負
婚
の
増
加
と
た
る
こ
と
が
、
経
済
界
の
進
展
を
阻
止
す
る
の
容
は
共
の
最
も
非

難
さ
る
べ
き
も
の
に
属
す
る
。
そ
し
て
共
事
が
恰
も
相
積
従
の
引
上
陀
も
首
る
の
で
あ
る
。
今
日
世
論
を
見
る
と
、
資
本
家
、
資
業

家
の
側
か
ら
は
、
質
上
税
や
財
産
税
の
新
設
へ
の
反
封
、
所
得
税
に
於
け
る
綜
合
課
税
徹
底
化
へ
の
反
封
に
主
力
を
注
ぎ
て
、
此
相

続
投
其
他
に
於
け
る
増
徴
度
の
過
高
に
つ
い
て
の
反
封
抗
議
を
し
て
居
ら
ね
の
が
不
思
議
で
あ
る
。
回
よ
り
相
績
税
が
此
際
、
増
税

さ
る
べ
き
の
蓮
命
に
る
る
こ
と
、
共
が
他
税
よ
り
も
割
合
加
費
と
な
っ
て
も
仕
方
の
友
い
性
質
の
も
の
た
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
が
、
併
し
物
に
は
程
度
が
あ
っ
て
、
政
府
案
の
程
度
は
、
あ
ま
り
に
も
甚
し
き
に
過
ぎ
は
せ
ぬ
か
と
考
へ
ら
る
る
。
私
は
近

一
切
此
貼
に
つ
い
て
の
不
満
を
切
に
感
じ
た
の
で
、
十
訟
に
共
を
披
渡
し
て
世
人
の
参
考
に
供
し
ゃ
う
と
思
ふ
。
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相

績

税

第
四
十
四
巻

の
高
一
き

C 
r、

第

競

~ r、、

第
一
段

相
績
税
の
最
高
限
を
定
め
る
の
標
準

ト
相
殺
税
の
最
高
限
を
決
す
る
矯
め
の
前
提
|
|
政
府
の
税
制
改
革
案
に
よ
る
と
、
従
来
の
家
替
相
続
税
の
最
高
一
六

0
・
%
で
あ
っ

た
の
が
四
五

0
・
協
に
改
め
ら
れ
、
遺
蔵
相
僚
税
の
最
高
二
一

0
・
泌
で
あ
っ
た
の
が
六

0
0
・
ル
に
改
め
ら
れ
ゃ
う
と
い
ふ
の
で
あ

る。

つ
ま
り
入
五
憾
の
最
高
は
約
一
一
一
倍
に
引

k
げ
ら
れ
ゃ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
此
六

0
0
・
%
と
い
ふ
最
高
限
は
果
し
て
趨
皮
の
も
の

h

-

P

J

h

J

・f
乱

drpι

、，
J

〉
通
、

古

剛

山

J
f
H
A
昌
広

f
，
ι，ヵ

先
づ
以
一
で
相
続
枕
の
諜
徴
の
刊
的
を
検
討
し
お
の
れ
ば
貯
ら
ね
。
川

A
h

め
志
位
方

わ
ぺ
を
比
司
す
む
に
士
、

人

7
4
1
v
d
I
l

の
如
何
に
よ
り
で
は
、
此
が
温
高
と
も
す
べ
〈
、
叉
過
し
尚
た
ら
や
と
も
す
べ
き
で
あ
る
。
北
バ
底
で
、
次
vc
に
、
此
税
の
目
的
を
等
ね

た
け
れ
ば
友
ら
泣
い
。

二
相
続
税
の
目
的

1

i
相
績
税
の
目
的
は
大
鰐
之
を
分
っ
て
二
と
す
る
、

出
財
政
収
入
目
的
l

一
は
財
政
牧
入
目
的
で
あ
り
、
他
は
公
八
位
目
的
?
あ
る
。

は
相
続
税
の
同
有
た
る
一
次
的
の
目
的
で
あ
る
。
社
べ
が
起
さ
れ
た
と
き
、
最
初
に
之
に
一
課
せ
ら
れ
た
目
的

は
此
れ
で
あ
っ
た
。
段
々
と
攻
ぎ
の
も
の
が
加
は
っ
た
け
れ
ど
も
、
其
場
合
に
も
向
ほ
此
目
的
は
持
領
さ
れ
て
居
る
。
此
牧
入
目
的

は
、
や
が
て
得
ら
れ
た
収
入
に
て
一
般
刷
費
に
使
は
れ
、
共
串
唱
に
て
矢
張
り
公
九
位
を
計
る
三
と
に
去
る
か
ら
、
此
も
結
局
は
公
谷
日

的
を
期
す
る
の
に
と
も
い
へ
る
。
け
れ
ど
も
、
共
か
ら
し
て
は
先
づ
一
際
は
収
入
を
阜
げ
る
こ
と
に
目
標
を
世
き
て
、
共
か
ら
し
て

公
ハ
仕
を
計
る
の
は
杢
く
共
牧
入
を
使
っ
て
か
ら
の
事
で
あ
り
、
税
と
公
徒
と
が
間
按
の
関
係
と
た
る
。

同
公
縫
目
的
1
lー
と
い
ふ
と
、

此
相
掛
川
税
に
て
、

之
を
課
す
る
こ
と
に
よ
り
直
技
に
公
従
を
け
る
も
の
で
あ
り
、

比
ハ
は
詳
し
く
い

ふ
と
、

此
合
政
策
、

日
札
之
に
附
山
惜
し
て
教
化
政
策
を
期
す
る
の
ぜ
あ
る
。

市
の
集

つ
土
り
此
枕
に
よ
り
て
貧
富
の
懸
隔
を
殺
拘
し
、

拙功γ子時代の財政諸問題. 18o以ド、 Eng1ander.Sei1l'a.nil，Fw. S. 229， 231 
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中
を
抑
制
し
、
且
つ
百
干
、
手
勢
利
得
の
反
主
義
性
を
指
示
し
や
ろ
と
い
ふ
の
で
乏
る
。
其
結
果
と
し
て
は
例
と
し
て
も
或
凌
ま
で

は
反
経
済
的
と
友
り
、
経
済
政
策
目
的
に
は
油
は
ぬ
こ
と
に
も
一
な
る
の
で
あ
る
。

叉
、
安
族
制
度
が
枇
合
上
、
道
義
上
必
要
な
も
の

と
し
て
、
共
に
も
或
暖
ま
で
有
害
と
た
る
を
売
れ
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
税
に
よ
り
行
は
う
と
い
ふ
其
の
枇
合
政
策
及
教
化
政

策
の
必
要
の
有
無
度
合
は
、
共
時
共
出
唱
の
事
情
に
よ
り
て
異
り
、
決
し
て
一
様
で
は
た
〈
、
而
か
も
共
遁
営
な
る
度
合
を
決
す
る
と

と
は
頗
る
六
っ
か
し
い
も
の
で
あ
る
。
此
が
柑
合
及
敦
化
政
策
一
の
み
か
ら
見
て
は
必
要
亡
と
し
て
も
、
他
雨
、
経
済
政
策
等
か
ら
見

て
出
句
慮
す
べ
き
も
の
の
作
す
る
と
き
に
、
北
九

I

ば
一
合
を
ば
除
程
悔
置
に
定
め
る
や
う
に
し
な
い
と
、
国
家
人
h

踏
の
ト
~
か
ら
島

r好
ま
し

か
ら
ね
結
川
ポ
止
な
る
の
で
あ
る
。

之
が
油
川
に
沈
H
M
大
の
・
川
立
を
川
河

た
か
ら
此
公
続
日
的
の
仔
白
の
ず
い
け
定
は
出
合
引
な
い
け
れ
刊
と
も
、

す
る
も
め
と
す
る
の
で
恋
る
c

三
伺
続
投
の
目
的
と
共
尚
さ

川
牧
入
目
的
か
ら
い
ふ
と
き
に
は
、
何
'
と
し
て
も
給
付
能
力
に
舷
じ
て
公
平
友
ら
ん
ζ

と
を
期
し
、
而
も
財
源
を
調
川
仰
せ
し

前
記
、
此
役
の
目
的
が
、
立
(
高
さ
を
定
め
る
に
つ
い
て
臭
り
た
る
結
県
を
生
や
る
。

め
や
、
財
占
町
一
花
本
を
侵
蝕
す
る
こ
と
な
く
、
所
得
か
ら
沸
ひ
得
る
や
う
に
し
、
財
政
牧
入
及
園
民
絞
伴
の
水
練
性
、
設
以
民
性
を
保
持

し
ゃ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
公
字
、
終
済
、
財
政
、
一
二
つ
の
も
の
を
全
う
し
ゃ
う
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
枕
に
よ
り
財
占
出
足
本
を

侵
さ
や
，
、
能
〈
所
得
に
て
之
を
蹄
ふ
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
印
ち
共
税
率
が
理
性
的
限
界
と
い
ふ
べ
き
も
の
を
超
へ
た
い
限
り
は
、
資

本
法
成
が
妨
げ
ら
札
る
こ
と
の
な
き
を
得
る
こ
と
と
な
り
て
、
団
四
日
八
経
済
は
北
バ
ド
に
凶
よ
り
焚
民
し
、
財
政
牧
入
も
且
一
日
宿
陀
且
つ
ボ

捜
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
L

る
限
度
は
之
を
大
特
に
於
て
決
す
る
と
と
は
ぶ
ま
で
六
っ
か
し
く
友
い
の
で
あ
る
。

町
公
谷
目
的
か
ら
|
|
い
ふ
と
、
官
の
集
中
を
抑
制
す
る
此
舎
政
策
が
中
心
と
た
る
が
、
共
は
枇
曾
政
策
上
の
必
斐
に
は
際
や
る

桐

績

叫

曲

。

高

さ

第
四
十
四
巻

第

競

七
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績
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戸、

こ
と
が
出
来
、
多
少
数
化
政
策
に
も
合
す
る
け
れ
ど
も
、
主
(
鮎
州
市
と
し
て
は
、
間
以
尚
限
は
可
た
り
前
く
な
っ
て
財
産
元
本
を
佼

L
、

人
々
の
勤
勉
節
倹
を
鈍
ら
し
、
資
本
逃
避
を
担
め
、
同
氏
経
済
の
護
法
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
経
済
政
策
に
は
重
大
友
る
不
利

を
来
た
す
の
み
た
ら
宇
、
比
二
郎
は
毅
化
政
策
の
上
か
ら
も
不
利
M
策
で
あ
る
。

又
、
家
政
制
度
が
枇
命
H

上
中
安
に
と
し
て
、
ー
ハ
山
永
野

に
属
す
る
財
産
を
岐
境
す
る
こ
と
に
よ
り
亡
、

j

一
朱
放
に
作
ふ
道
義
を
傷
け
、
位
1
7
F

な
る
枇
合
の
基
礎
を
危
う
か
ら
し
め
る
こ
と
に
も

在
り
、
収
入
上
か
ら
見
る
も
、

一
時
は
高
税
に
よ
り
収
入
の
山
一
札
町
が
川
げ
ら
れ
て
も
、
弱
め
に
大
資
本
有
を
た
ふ
所
の
凶
と
た
り
た
る

!ri~ 

I ;;t 、

本
校
倣
入
以
側
め
て
日
巾
丸
山
払
の
と
わ
い
一
ら
た
け
れ
ば

k
r竹
中
、

~J 
一九

内川I

ョ

ー

:

l
ーrt
、札制
V-J-1
〉正ト川司、
E
l
l
F
B
〉「、
l
f
f
、，

i
d
l
》

g

J
日

1
1
}
一駅
IJ
邸主
'
H
V
d
乃
和
市
L
/
1
f
v
-
A
u
引
十
貧
苦
E
A
J
u

仮
令
、
大
資
産
者
に
於
て
と
は
い
へ
、
川
羽
深
-
正
木
を
似
す
ほ
ど
の
税
と
な
り
で
は
、
共
は
般
怖
に
い
ふ
一
し
公
平
の
原
則
に
も
池
は
む

ー
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
て
か
ら
此
方
針
よ
り
し
て
の
相
紋
税
の
尚
卒
課
税
は
最
も
用
心
深
く
友
け
れ
ば
な
ら
ね
。
山
路
で
近
時
、
我

闘
に
も
段
々
と
祉
合
政
策
旬
的
が
い
向
調
せ
ら
れ
て
、
此
般
に
よ
り
て
大
な
る
財
産
を
制
限
す
る
の
一
作
肘
を
偽
さ
し
め
ゃ
う
と
の
考
の

伐
と
危
り
つ
つ
あ
る
の
は
、
共
は
下
の
や
う
友
私
布
財
産
及
特
に
共
大
な
る
も
の
存
在
の
叫
界
中
中
山
が
著
し
〈
な
り
た
る
に
剥
し
て
の
反

感
か
ら
で
あ
り
、
共
巳
百
出
円
す
べ
き
も
の
が
存
す
る
所
や
は
る
る
が
、
併
し
反
面
に
、
共
に
作
ふ
利
径
も
あ
り
、
共
弊
詳
の
み
か
ら

之
を
判
断
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
が
あ
る
か
ら
、
続
々
以
て
共
遁
用
に
臨
時
跨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
此
が
弊
害
を
左
に
摘
録

す
る
。

い
大
私
有
財
産
の
弊
害

国
共
生
成
に
於
け
る
弊
官
官

同
競
争
上
、
大
資
本
家
は
中
以
下
の
同
業
者
を
摩
迫
し
て
盆
土
俵
者
の
地
位
を
困
難
伝
ら
し
め
る
。
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捌、租続研究十巻、 185・King，Public hnancc. p. 40S 
List-Gesellschaft， K.pitalL吋ldungund Stener5oyst.em， L s. 9 
捕 、 租 税 研究十磐 183-184. Shultz， J.c.p. "08-209 
Englander.Schranil， a. a. O. S. 229. 

)
)
)
)
i
 

3
4
5
6
7
 



同
た
資
本
を
擁
す
る
替
業
脊
は
、
共
資
本
力
そ
利
用
し
て
、
自
己
の
利
俗
を
保
持
し
又
は
繍
張
す
る
矯
め
に
、
或
は
治
資

者
需
要
者
を
麿
迫
し
、
或
は
彼
自
ら
へ
材
料
な
供
給
す
る
所
の
生
産
者
、
商
人
を
隈
迫
し
、
或
は
舛
h
働
者
を
、
或
は
他
の
資
本
家
を

師
腔
迫
す
る
と
と
に
も
な
る
。
此
場
合
に
於
け
る
彼
の
態
度
は
時
に
M

閉
め
て
残
酷
た
る
も
の
が
あ
る
。

一
何
回
早
た
る
資
本
家
と
し
て
も
、
資
本
の
需
要
者
K
針
し
て
出
来
る
ピ
け
の
暴
利
を
食
ら
う
と
寸
る
。

ω共
の
使
別
に
於
け
る
弊
得

同
か
く
し
て
集
積
さ
れ
た
る
資
力
は
、

や
が
て
資
本
家
の
豪
事
引
な
る
生
前
の
資
判
と
た
り
で
、

大
衆
の
反
感
を
刺
抑
制
す
る

日
川
皮
士
え
、

(
1
1
 

比
(
た
均
一
本
の
此
じ

ι内
怯

ド

ゴ
b
J

年
サ
瓦
ほ

p

h

に
4
H
F

、

I
V
4
4
1
r
l
J
t
t
u
H
1
2
H
J
r
I
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I
山

p
p
-
F〈
t

、J

、

J

守川内一
H

ヰ一ル

d

c
f
i
f
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-
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川

ru手
/
ベ
イ

L

d
f
I
'
-
2口
氏
ー
為
、

J
r
j
f
3
引
J
v
(

llt 
1，/主

を
も
「
刊
誌
A

《

仙
川
共
資
産
を
遣
さ
れ
た
る
相
続
訴
に
於
て
、
自
ら
怠
酬
は
、
政
縦
、
堕
町
滑
に
流
れ
る
こ
と
が
少
く
な
い
。

(ろ)
ーた
私
有
財
産
(0 

帰
議

間
そ
の
勢
市
一
口
は
寅
は
点
迄
過
草
視
す
る
に
足
ら
ね
も
の
で
あ
る
。
山
ち

川円
L

へ
資
産
者
が
札
バ
資
産
の
生
成
及
使
用
に
つ
い
て
共
力
の
川
活
用
を
鴻
す
こ
と
は
あ
る
と
も
、
ー
バ
も
民
を
過
す
と
き
に
は
、

自
ら
枇
合
的
の
制
裁
を
受
く
る
と
と
に
た
り
て
、
彼
等
の
利
谷
と
は
た
ら
な
い
。
に
か
ら
彼
等
も
泊
例
は
能
く
之
を
矧
り
て
、
比
べ
皮

を
也
へ
ぬ
や
う
に
す
る
。
随
っ
て
比
八
砂
押
は
そ
ん
な
に
比
一
し
い
も
の
で
は
あ
り
作
た
い
。

川
川
大
資
本
次
の
占
め
る
利
一
耐
は
、

形
式
卜
い
に
は
た
く
と
も
、

共
か
ら
彼
自
ら
が
真
に
平
交
す
る
の
は
、
事
貝
は
北
ハ
小
部
分
で

あ
り
、
大
部
分
は
む
し
ム
共
使
川
人
へ
の
分
配
に
一
死
一
「
り
れ
、
納
税
に
常
て
ら
れ
、
再
投
資
に
供
せ
ら
れ
る
。
彼
等
の
特
檎
と
い
ひ

相

績

枕

O

高

さ

策
四
十
回
答

O 
プし

策

競

)u 



勢
力
と
ν、
ふ相

も・績

C 枕

Tζ の

もjWj.
(/) 

Tきで」

は
な
u、
と
も
見
ら
オ工
る

第
四
十
四
巻

O 

第

銃

O 

判
精
一
判
的
に
い
ふ
と
き
に
、
彼
等
は
無
産
者
の
考
ふ
る
ほ
ど
幸
幅
な
も
の
で
も
な
く
、
羨
し
き
も
の
で
も
な
い
。
立
ハ
賛
産

の
保
持
、
増
殖
に
は
少
か
ら
ざ
る
心
配
を
件
ふ
。
枇
合
的
愛
革
、
思
想
上
の
慶
訓
涯
に
よ
り
で
は
可
た
り
に
脅
威
を
受
け
る
c

間
彼
等
が
杭
私
的
に
岡
山
水
全
般
に
制
し
て
或
貢
献
を
震
し
つ
k

あ
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。

M
W
終
組
何
'k

)
 

イ
大
作
、
広
お
が
怠
れ
ば
こ
そ

w

山-h
桝
肝
外
の
滋
旧
民
に
山
昨
日
裳
な
る
法
人
の
ぬ
犬
、

L
 

耐
備
の
胞
募
も
容
易
に
行
は
れ
、

、、，
L
L
-
J

j

t

p

 

企
業
が
有
在
し
褒
展
す
る
c

小
資
本
家
の
み
去
れ
は
粧
慣
の
設
展
は
費
束
た
い
。

作
大
資
本
家

ω財
産
が
保
護
さ
れ
、
子
孫
に
も
承
継
せ
し
め
ら
る
れ
ば
と
そ
、
紋
等
が
続
々
共
資
産
を
大
く
し
ゃ
う
と

し
て
、
奮
附
努
力
し
、
蓄
積
も
し
、
財
産
を
一
屠
有
功
に
働
か
さ
う
と
も
努
め
る
。
夫
の
保
障
な
し
と
す
れ
ば
、
彼
等
の
努
力
は
鈍

ら
ざ
る
を
得
な
い
。

九
現
に
は
小
た
資
産
者
も
、
無
産
者
も
夫
の
目
標
b
れ
ば
と
そ
、

よ
り
大
に
友
ら
う
と
し
て
努
力
し
、
随
ワ
て
資
本
の

増
殖
に
、
経
済
の
設
展
に
貢
献
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

川
川
財
政
上
に
は
、
L

へ
資
産
の
蓄
積
あ
れ
ば
と
そ
、
国
家
や
地
方
財
政
が
必
安
と
す
る
と
き
、

よ
く
直
扶
又
は
間
接
に

(
銀
行
、
信
託
等
を
経
て
)
、
公
債
の
舷
募
者
を
得
て
、
容
易
に
共
公
日
仕
事
業
を
遂
行
し
得
る
。

同
枇
命
日
政
策
上
1
1
1
右
二
つ
の
も
の
の
結
果
と
し
て
、
価
…
産
勢
働
者
は
北
ハ
庭
に
仕
事
を
見
出
し
符
る
。
若
も
此
等
の
も
の

が
友
か
っ
た
と
す
る
た
ら
ば
、
彼
等
の
或
も
の
は
共
地
位
を
ば
止
へ
は
な
け
れ
ば
な
ら
友
い
。
そ
れ
か
ら
慈
善
救
桝
事
業
の
進
捗
も
宮



者
に
待
つ
も
の
が
多
い
。
若
も
中
産
以
卜
の
者
ば
か
り
亡
と
す
れ
ば
、
自
ら
の
生
活
に
迫
は
れ
亡
、
他
人
を
一
刷
み
る
の
般
は
な
い
α

富
裕
者
に
し
て
初
め
て
良
〈
他
人
の
紋
怖
に
心
市
劃
す
る
徐
力
が
大
で
あ
り
得
る
q

同
文
化
政
策
上

l
i発
明
改
良
共
他
院
中
間
の
進
捗
に
は
、
閥
次
公
共
闘
関
ば
か
り
で
な
く
、
大
資
本
家
の
助
力
に
討
つ
ζ

と
が
少
く
た
い
。
中
以
下
の
人
々
の
み
ゅ
で
は
、
到
底
之
に
於
て
大
し
た
助
力
は
出
来
得
な
い
の
婆
術
の
描
出
展
も
亦
た
富
者
に
待
っ
こ

と
が
多
い
。
閥
次
の
助
勢
と
て
限
り
が
あ
り
・
認
に
富
裕
者
が
高
債
を
辞
せ
守
し
て
之
を
民
ふ
て
央
れ
れ
ば
こ
そ
、
暇
に
あ
か
し
・

材
料
佐
苓
ま
す

J

使
っ
て
、

旧
山
引
い
切
っ
た
作
品
を
仕
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
コ

中
産
相
引
の
み
を
相
手
と
し
て
印
刷
て
は

多
作
疏
作
に
仲
間

る
川
げ
な
い
で
あ
ら
-
7
3

仁
カ
ら

出比注
-X
本
白
ピ
μ官

r山
以
の
も
り
を
取
る
一
川
の
枇
人
川
川
政
焚
的
見
地
は
、

俄
F

令
4
A
れ

κ恭
子
の
長
所
は
あ
む
と
し
て
も
、

金
剛
如
上

に
は
む
し
ろ
不
得
策
と
し
て
、
'
山
ち
、
む
し
ろ
牧
人
間
的
に
重
き
を
置
き
、
元
本
不
可
侵
を
目
標
と
す
る
が
得
策
で
あ
る
。
印
ち
私

有
財
産
を
等
草
し
、
財
産
山
利
用
を
ば
私
人

ω
自
力
に
上
り
て
川
来
る
だ
け
布
功
に
行
は
し
む
る
の
が
澄
む
べ
き
こ
と
に
左
る
。

第
『
一
段

牧
入
目
的
杭
と
し

τの
相
績
殺
の
最
高
限

J

「
収
入
円
的
枕
と
し
て
の
相
績
枕
に
つ
き
考
慮
す
べ
き
事
項
前
段
に
い
ふ
如
〈
、
枇
合
政
策
目
的
批
は
む
し
ろ
未
だ
探
る
を
不

得
策
と
す
る
と
し
て
‘
牧
人
目
的
税
と
し
、
財
産
一
元
本
不
可
侵
枕
t

と
す
る
日
棋
下
に
、
考
成
す
ぺ
#
口
事
項
は
何
か
と
い
ふ
と
、

川
競
争
す
べ
き
外
国
に
於
け
る
賞
際
の
率
を
参
照
す
る
こ
と

lilが
共
第
一
で
あ
る
。
印
ち
他
の
重
な
る
競
争
闘
に
比
し
過
高
と

-
な
ら
ざ
る
乙
と
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。
共
相
績
枕
の
高
い
と
い
ひ
低
い
と
い
ふ
も
‘
絶
創
的
の
も
の
で
友
く
、
相
鋭
的
の
事
柄
で
あ

相

領

枕

の

高

さ

第
四
十
四
巻

第
二
競



相

績

稔

の

高

吉

第
四
十
四
巻

一

第

宮鹿

る
。
外
闘
が
殆
ん

E
皆
友
商
い
と
い
ふ
た
ら
ば
、
共
と
同
じ
位
た
ら
ば
、
高
い
も
の
で
も
壌
へ
ら
れ
る
。
併
し
又
、
外
国
が
凡
ベ
て

低
け
れ
ば
、
共
に
準
巳
て
此
方
も
低
〈
し
な
け
れ
ば
太
刀
打
は
出
来
な
い
。
そ
し
て
何
故
に
、
か
や
う
に
外
国
の
を
参
照
す
る
か
と

い
へ
ば
、川

主
と
し
て
は
経
術
上
の
考
慮
か
ら
で
あ
る
。
国
際
競
争
揚
裡
に
活
躍
す
る
闘
ム
」
し
て
は
、
他
国
よ
り
も
重
い
税
左
有
つ

ゃ
う
で
は
、
競
争
k
、
劣
敗
闘
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
競
争
に
於
て
我
れ
に
有
利
た
ら
し
め
る
の
に
は
、
我
岡
聞
の
卒
を
闘

加

P
R「
勾
下
E
1
0
も
f

J

7

コ
E
7正
つ
Z
a
H又
亡
川
ト
ユ
く
「
ノ
メ

H
i
R
E
A
L
D
E
あ
る
。

飢

R
J
1
3一，

4
4
1
1
4
d
d
l
t
r川
t
U
1汁

l
t
l
t
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6

1

4

1

4

M

C

K

(

J

L

!

ト
ハ
一
枇
命
日
政
策
上
ー
か
ら
い
ふ
て
も
、
前
記
の
経
済
上
の
設
展
徐
地
の
あ
る
こ
と
が
、
柏
町
働
者
に
共
仕
事
の
継
績
を
保
障
す
る

と
と
に
も
な
る
。

ω財
政
牧
入
上
1

1
ー
か
ら
も
、
共
同
の
経
済
上
の
競
争
力
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
共
牧
入
を
永
績
さ
せ
る
の
に
必
要
で
あ
る
。

に
軍
事
上
|
|
の
力
を
維
持
す
る
の
に
も
、
費
し
く
此
牧
入
の
永
続
、
経
済
の
設
展
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

船
文
化
政
策
上
ー
ー
も
、
共
闘
の
文
化
を
維
持
し
進
捗
す
る
の
に
は
、
同
じ
く
粧
消
、
及
財
政
の
永
頼
性
を
要
す
る
。
特
に
家

族
制
度
を
寧
重
す
る
図
と
し
て
は
、

一
屠
に
も
相
績
税
を
あ
ま
り
に
高
く
し
た
い
事
が
望
ま
し
い
。

同
退
い
て
又
、
所
得
に
て
荷
ひ
得
る
皮
の
も
の
と
い
ふ
と
と
に
着
眼
す
る
と
と

l
i剖
ち
相
続
財
産
の
被
相
続
人
が
注
意
深
け
れ

ば
共
の
被
相
績
人
が
、
其
被
相
績
人
が
不
用
意
で
あ
れ
ば
其
の
相
続
人
が
、
又
は
此
雨
入
が
-
部
づ
つ
を
分
権
し
て
、
其
財
産
の
旭
日

通
の
利
用
に
よ
り

τ牧
む
べ
き
所
得
か
ら
し
で
、
他
の
税
と
共
に
此
税
を
も
帥
帥
ふ
て
、
而
か
も
共
地
位
相
首
の
生
活
を
遂
げ
、
ー
ハ
上

に
も
若
干
の
投
資
徐
地
の
存
す
る
ほ
ど
な
る
と
と
が
望
ま
し
く
、
タ
く
と
も
右
の
所
得
か
ら
他
殺
と
共
に
此
税
を
悌
ふ
て
も
、
一
応
本



を
侵
す
に
及
ば
ね
程
度
の
も
の
と
す
る
の
が
必
要
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
に
な
る
。

二
共
計
算

山
間
先
づ
右
第
一
見
地
か
ら
外
聞
の
相
績
枇
率
の
最
高
隈
を
見
る
の
に
、
共
は
左
の
如
し
。

叫
六

0
・
%
以
上
の
を
有
つ
は
露
、
米
、
オ
ン
タ
リ
ォ
、
プ
ル
ガ
り
ア
、
英
、
湖
、
南
濠
、

一ユ

1

ジ
!
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
品

l

で
あ
る
。
詳
し
く
い
ふ
と
、

山
露
K
て
は
最
低
一
・
%
よ
り
、

最
高
は
、

相
暗
財
産
中
の
最
初
の
五
十
高
官
よ
り
し
て
の
こ
ト
五
高
七
千
一
百
官
に
、
共
超

;~~ 
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、

ノ
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ポ
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t
b
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1
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H
U
N
E
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J
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U
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'
h
s
R
ド
こ
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ユ
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ぷ

E
3
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nEFつ
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土
日
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手
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G
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l
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千
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h
I
f
z
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フ
E
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E
f
h
n
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〔

に
及
ぶ
も
の
さ
へ
あ
る
。
そ
し
て
其
外
に
、
合
衆
図
に
於
け
る
相
績
税
の
本
税
は
最
低
て
%
よ
り
最
高
三

0
・
%
と
し
、
別
に
附
加

相
積
税
が
二
・
%
を
最
低
と
し
、
七

0
・
%
を
段
高
と
す
。
右
も
合
衆
図
の
本
税
の
八

0
・
%
を
超
へ
ざ
る
だ
り
に
て
各
邦
税
法
に
よ
る

税
額
を
、
合
衆
園
税
か
ら
怖
控
除
す
る
を
得
る
し
、
附
加
税
に
て
は
本
税
宇
一
控
除
し
た
も
の
だ
け
を
課
す
る
。

そ
れ
で
結
局
・
此
計
算

は
極
め
て
商
倒
な
も
の
で
あ
る
が
、

ア
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
と
、
先
づ
「
附
加
税
率
を
適
用
し
て
得
た
る
枕
額
か
ら
、
本
税
率
を
遁
用

に
、
「
本
税
額
か
ら
共
八
割
を
超
へ
ざ
る
だ
け
の
各
邦
税
額
を
引
き
去
り
た
る
残
領
」
を

加
へ
た
る
も
の
が
合
衆
園
の
槽
相
積
税
額
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
ョ

し
て
得
た
る
税
額
を
引
き
去
り
た
る
残
額
」

mwオ
ン
タ
リ
オ
に
て
は
、
加
奈
階
の
相
積
税
が

0
1二
七
・
%
で
あ
る
上
に
も
、

才
ン
タ
リ
オ
自
ら
の
税
と
し
て
一
・
三

五
・
%
の
税
が
あ
り
、
最
高
六
二
・
%
に
も
在
る
。

相

績

積

策
四
十
四
巻

第

競

。
古
同
さ
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相

績

税

の

高

さ

第
四
十
四
谷

四

第

抗

四

叫
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
て
は
了
乃
至
六
二
・
%
の
相
績
税
が
あ
る
。

問
英
に
て
は
遺
産
税
は
最
低
了
%
と
し
、
最
高
五

0
・
%
と
友
る
サ
別
に
取
得
税
了
%
乃
一
辛
二

O
ふ
A

あ
り
。

制
調
に
て
は
、
最
低
二
・
%
よ
り
最
高
六

0
・
%
に
至
る
。
別
に
五
仏
門
の
経
常
財
産
税
あ
り
。

的
ニ

L
l
ジ

l
ラ
ン
ド
に
で
は
、
遺
産
税
と
し
て
了
乃
長
二

0
・
%
を
と
り
、
税
を
引
き
た
る
残
額
十
嵐
勝
以
上
の
も
の
に
は

一
0
・
%
を
附
加
す
る
。
別
に
取
得
枕
了
乃
五
二

0
・
%
あ
り
て
、
共
の
特
に
蓬
親
者
に
梯
は
る
べ
き
千
税
以
上
の
金
額
に
は
一

0
・

%
b
孔
附
加
す
ゐ
。

附
甫
山
被
洲
に
て
は
濠
洲
聯
邦
の
相
結
税
了
%
乃
五
一
五
幡
町
川
の
あ
る
上
に
も
、
商
法
自
ら
の
と
し
て
了
%
乃
五
二

O
ゅ
%
の

本
税
の
外
に
、
二
五
・
%
の
附
加
枕
が
か
か
る
。

間
結
成
に
は
了
乃
至
六

0
・
%
の
相
績
税
が
あ
る

3

ろ
五

0
・
%
以
上
六

0
・
%
未
満
の
も
の

山
ノ
パ
ス
コ
チ
ア
に
て
は
加
奈
陀
闘
の
税

O
i二
七
・
%
の
外
に
、
此
州
自
ら
の
其
と
し
て

一
一
・
五
=
一

0
・
%
の
税
が
あ

り
て
、
最
高
五
七
・
%
と
友
る
。

間
プ
ラ
ン
ス
イ
ク
に
て
は
加
奈
陀
闘
税

C
・
乃
主
二
七
・
%
の
外
に
、
此
州
の
も
の
二
・
七
五
乃
五
二

C
・
%
の
殺
が
あ
り
、
外

に一

0
・
%
の
追
加
が
あ
る
。

同
チ
ヱ
ヴ
コ
ス
ロ
グ
キ
ア
に
て
は
、

一
一
・
乃
至
五
五
・
%
の
相
納
税
が
あ
る
ο

川
間
伊
太
利
に
は
一
・
乃
百
五
五

0
・
%
の
相
続
税
が
あ
る
。



同
ア
イ
ス
一
7

y
ド
に
は
了
二
五
%
乃
至
五

0
・
%
の
相
績
税
が
存
す
る
。

削
退
搬
に
は
遺
産
税
と
し
℃
了
乃
至
二
五
・
%
の
も
の
が
あ
り
、
別
に
取
得
税
と
し
て
て
乃
至
二
五
・
%
の
も
の
が
ち
る
。

問
白
耳
義
の
は

0
・
七
五
%
乃
至
五

0
・
%
の
も
の
で
あ
る
。

は
三

0
・
%
以
上
五

0
・
%
未
満
の
も
の

川
ル
7

=

ア

1il--
一
・
乃
至
四
九
・
%

叫
ん
ク
ゼ
ン
プ

2
1
-一
一
・
乃
-
金
四
八
・
%

削
山
町
ク
イ
ン
ス
ラ
ン
ド

了
乃
全
三

0
・
%
あ
り
て
外
に
濠
洲
枕

7
乃
五
一
五
・
忽
あ
り
、
合
汁
し
て
二
。
乃
一
品
品
川
四
五
ふ

τ

川
引
訓
即
刻

i

i

一一・

l

叫
「

J
1
0
-
皆
川
、
こ
ま

-
J
Y
J
~
註

q
a
-
-
Y
O

L
，十
t

;

j

L

t

J

日
ド

l
l
L

ノ
一

U

J

?

同
ニ
ユ
ウ
サ
ウ
ス
ウ
エ
ー
ル
ス
1

1

二
・
乃
五
二
五
・
%
の
外
に
、
山
猿
洲
税
了
乃
至
一
五
・
%
あ
り
。

倒
パ

l
ゼ
ル
(
瑞
商

)
1
1
二
・
乃
五
三
九
・
六
%
(
尤
も
相
績
人
が
前
に
十
島
法
以
上
を
有
っ
と
き
に
は
附
加
税
あ
り
)

問
ヱ
ク
ワ
ド
ル

↑
・
乃
主
三
九
-
M
A

(12) (11) (10) (9) (8) 
瑞べ西和ジ
~!I!. Jレ班繭ユ
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ム 7
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相

績

続

の

高

さ

一
第
四
十
四
巻

第

量主

二
一
六

日
ク
パ
|
|
h
了
乃
至
三
五
・
%

日
比
丁
抹
l
l
了
乃
至
三
二
・
%
(
臨
時
税
と
し
で
別
に
本
税
の
五
O
%
あ
り
)

日
塊
土
利
|
1
7
乃
至
三
0
・
%

日
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
1
1
0
・
五
乃
五
三
0
・
%

日
夕
ス
マ
ニ
ア
1
|
三
・
乃
至
一
五
・
%
と
外
に
濠
州
税
了
乃
至
一
五
・
%
あ
り
o

m
ベ
ル
ン
|
l
一
・
万
五
一
一
一
C
-
%

倒
エ
ス
ト
=
ア
|
|
二
・
乃
至
三
0
・
%

加
旬
牙
利
1
1
7
乃
至
三
0
・
%
(
別
に
補
完
と
し
て
本
税
の
二
0
・
%
を
取
る
)

侃
一
0
・
%
以
上
三
0
・
%
未
満
の
も
の

山
ビ
ク
ト
リ
ア
l
l
t
一
二
二
%
乃
至
=
了
一
%
と
、
外
に
濠
洲
税
了
乃
至
一
五
・
%
あ
り
。

間
智
利
l
i
l
-
-
乃
至
二
七
・
%

刷
南
阿
1
l
遺
産
税
0
・
五
乃
至
一
七
・
%
、
取
得
税
ニ
・
乃
至
一
0
・
%

ωノ

1
ス
オ
ス
ト
レ
リ
ア
1
l
了
乃
至
一
C
・
%
&
外
に
濠
洲
税
了
乃
至
一
五
・
%
あ
り
、

間
ウ
エ
ス
タ
ー
ン
オ
ス
ト
レ
リ
ア
1
7
乃
至
一
0
・
%
と
外
に
漆
洲
税
了
乃
至
一
五
・
%
あ
り
、

附
ラ
ト
ピ
ア
1
1
一
一
・
五
乃
至
二
回
・
%

明
チ
ユ
1
リ
ツ
ヒ
|
|
0
・
乃
至
二
二
・
五
%

プt



同
ベ
ネ
ズ
エ
ラ

i
l
-
-
一
・
乃
至
二

0
・
%

附
コ
ロ
ン
ビ
ア

印
パ
ナ
マ

i
i二
・
乃
至
一

0
・
%

日
愛
繭

|
i
一
-
乃
至
一

0
・
%

伯
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
白
了
乃
至
一

0
・
%
(
尤
も
此
外
に
、
非
直
系
及
非
親
族
な
る
相
続
人
へ
の
共
上
の
増
傾
あ
り
)

臼
ダ
ン
チ
ヒ
一
・
乃
至
一

0
・
%

ほ一

0
・
%
未
満
の
も
の

川
町
山
羽
子
ず
一
ァ

l
i
-
-
一
。
叫
J

江
子
、
他
ち

了
乃
至
一
二
・
%

間
ハ
イ
チ

I
l
l
-
-
乃
至
八
・
%

制
ボ
リ
ピ
ア
|
|
了
乃
至
五
・
五
%
(
尤
も
非
直
系
者
に

0
・
二
五
乃
至

7vm附
加
)

ピ
か
ら
我
邦
の
新
計
書
に
於
け
る
や
う
た
六

0
・
%
の
例
は
あ
る
に
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
共
は
高
い
方
に
属
し
、
決
し
て
普
通
の
程
度

の
も
の
と
は
い
へ
た
い
。
む
し
ろ
高
き
に
過
ぐ
る
も
の
と
一
腹
は
い
は
な
く
て
は
た
ら
ぬ
。

同
第
二
見
地
か
ら
し
て
は
精
密
に
之
を
い
ふ
こ
と
は
六
っ
か
し
い
。

何
先
づ
税
と
い
ふ
て
も
、
此
相
績
税
の
負
強
は
永
い
年
月
の
間
に
て
介
捨
す
る
や
う
に
宏
る
も
の
ん
一
見
て
良
い
。
庭
で
共
の
長

い
年
月
の
聞
に
は
税
法
に
自
ら
修
正
が
行
は
れ
る
し
、
人
の
財
産
朕
態
に
も
愛
化
が
起
り
、
税
法
趨
用
の
基
礎
が
変
り
税
法
共
も
の

も
要
る
か
ら
、
そ
し
て
同
じ
ゃ
う
た
事
が
共
他
の
税
に
も
生
や
る
の
で
、
本
税
及
共
他
の
税
を
梯
ふ
て
出
向
且
つ
元
本
を
侵
さ
ざ
る
を

相

績

続

由

高

吉

第
四
十
四
巻

七

第

競

七



相

綾

税

田

高

さ

第
四
十
四
巻

丹、

ー第

披

/、

得
る
皮
を
定
め
る
こ
と
は
、
此
貼
か
ら
し
て
六
っ
か
し
い
。

日
そ
れ
か
ら
財
産
の
産
み
出
す
利
毎
率
が
経
済
界
の
場
化
に
従
っ
て
縫
っ
て
来
る
。
近
頃
、
我
図
に
て
は
低
金
利
と
在
ウ
た
が

此
の
如
き
は
数
年
前
に
は
旗
想
し
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。
此
が
も
っ
と
進
む
か
も
知
れ
む
し
、
川
町
し
叉
逝
持
し
て
尚
利
に
友
る
か
も

加
れ
な
い
。

隠
っ
て
戒
時
拙
の
利
倍
率
を
土
事
と
し
て
比
か
ら
税
が
元
本
侵
蝕
と
な
ら
ね
程
度
と
い
ふ
も
の
を
定
め
て
も
、

一ilt
ぷ

1也

日
此
利
ハ
仙
索
の
が
』
化
の
鴻
め
に

wM
て
絞
ら
ね
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
友
い
。

¥
J
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h

仰
し
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H
H
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t4
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込
レ
ヂ
木
1

而
起
寸
」
し
」
寸

4

(
 

-
M
a
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一
、
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L
H
U
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h
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い
じ
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f
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F
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λ
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ψ
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F
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vP1，
H
J
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t
i
l
l
r
C
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イ
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年
r
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ιHqIh
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h
J
z
H
レ
L
H
4
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F
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n~ 

れ
に
し
て
も
共
は
多
様
な
も
の
で
、
ギ
均
を
ボ
h
u

る
こ
と
も
六
っ
か
し
い
。
併
し
杭
応
、
試
算
を
す
る
と
す
れ
ば
、
利
首
刑
者
刊
率
の

普
通
の
も
の
を
土
豪
と
す
る
外
は
な
か
ら
う
。

則
廃
で
叉
財
産
が
凡
ぺ
で
利
徒
を
生
や
る
と
限
ら
ぬ
。
比
ハ
中
に
無
牧
径
の
も
の
も
あ
る
。
特
に
我
邦
の
如
〈
家
扶
制
度
闘
、
美

〆
t

術
固
に
て
は
外
国
よ
り
も
訓
合
に
多
ぐ
無
収
円
借
財
産
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
何
れ
に
し
て
も
益
金
}
財
産
へ
の
利
従
卒
は
此
拙
か
ら

し
て
は
、
牧
徒
財
産
の
み
に
つ
い
て
見
た
共
よ
り
は
低
い
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
叉
、
北
九
低
〈
た
る
程
度
が
仰
の
位

か
を
定
め
る
と
と
は
精
密
に
は
甚
だ
六
っ
か
し
い
事
で
あ
る
。

父
共
Mm
一
牧
谷
財
産
の
割
合
も
一
定
不
動
で
た
く
し
て
、
永
年
の
問
に

は
様
化
ず
る
で
あ
ら
う
し
、
精
密
に
い
ふ
と
共
決
定
は
頗
る
六
っ
か
し
く
た
る
。

船
山
そ
れ
か
ら
人
の
生
活
費
、
地
位
相
川
口
同
の
生
活
貨
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、
夫
の
財
産
牧
盆
か
ら
税
を
沸
ひ
此
生
活
費
を
支
緋
し

て
向
ほ
且
つ
元
本
に
喰
込
ま
ね
皮
を
児
泣
け
れ
ば
な
ら
ね
が
、
共
生
日
貨
の
計
算
が
亦
六
っ
か
し
い
。
尤
も
此
生
活
費
は
可
及
り
仲

縮
性
の
あ
る
も
の
で
、
相
首
に
切
り
・
清
め
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
だ
か
ら
、
使
立
上
は
之
を
計
算
の
外
に
置
く
乙
と
が
出
来
る
。



此
等
の
一
任
意
を
排
ひ
っ
つ
試
み

K
A算
し
て
見
る
の
に
、
先
づ
相
続
財
産
の
五
分
一
を
怖
心
牧
谷
川
財
み
と
限
定
す
る
。
も
っ
と
多
く

も
清
算
し
得
る
が
、
ん
円
川
崎
的
m
明
性
的
の
財
辛
利
殖
と
し
て
は
此
位
で
十
分
と
思
ふ
。
そ
れ
か
ら
彼
桐
綬
人
が
注
怠
深
い
と
き
に
は
、

保
険
料
に
て
相
績
徐
に
首
た
る
も
の
を
者
偵
し
得
る
。
併
し
段
患
の
場
合
と
し
て
、
被
相
績
人
が
之
を
怠
っ
た
と
し
、
相
積
人
だ
け

が
剛
山
力
し
て
相
続
財
浸
の
利
用
に
よ
り
て
間
り
に
十
年
の
猶
疎
開
問
問
(
夫
の
納
税
猶
疎
開
閉
が
七
年
か
ら
十
年
士
で
延
ば
さ
れ
た
と

ず
る
)

に
杭
を
直
み
山
川
す
も
の
と
し

そ
し
て
又
、
相
続
位
以
外
の
般
は
段
々
と
市
く
も
在
る
が
、
'
い
し
級
ι刊
に
て
は
、
少
く
と
も
所

件
の
半
分
皮
の
も
の
没
収
h

れ
る
と
仮
定
す
る
。
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だ
か
ら
相
績
人
の
み
が
努
力
す
る
・
と
す
れ
ば
、
僅
か
に
二

0
・
%
の
相
績
枕
を
負
ひ
得
る
の
み
で
あ
り
、
限
り
に
被
相
績
人
が
半
分
だ

け
準
備
し
た
と
す
れ
ば
、
四

0
・
%
ま
で
の
相
続
税
を
荷
ひ
得
る
の
で
あ
る
。

川
内
次
ぎ
に
牧
ハ
借
財
産
の
牧
益
率
を
四
分
と
す
る
と
き
、
伺
績
人
の
み
に
亡
相
続
崎
宏
負
ふ
と
す
れ
ば

ム
F

h
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l
h『・
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だ
か
ら
相
績
人
の
み
が
負
ふ
と
す
れ
ば
僅
か
に
一
六
・
%
の
相
韻
枕
を
負
ひ
得
る
の
み
で
あ
り
、
半
分
を
被
相
続
人
が
準
備
し
た
と
し

で
も
、

三
一
'vm
の
相
続
投
を
負
ひ
符
る
の
み
で
あ
る
。

牧
品
企
率
を
四
八
万
と
見
て
す
ら
此
の
如
し
。
而
か
も
今
日
我
邦
の
収
益
率
は
信
託
で
す
ら
一
一
一
八
刀
六
厘
に
過
ぎ
ね
。
そ
れ
か
ら
い
ふ
と

/ 

右
の
計
算
よ
り
も
尚
一
一
厨
不
利
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
政
府
の
新
計
書
の
最
高
六

0
・
%
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
共
は
何
と

し
で
も
元
本
可
伎
の
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
紅
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

最古

自白

以
上
要
之
、
相
絹
税
の
最
高
限
を
如
何
に
高
く
定
め
る
か
。
共
は
此
税
の
主
た
る
目
的
又
は
同
棋
を
ば
牧
入
目
的
に
泣
く
か
。
壮

合
及
軟
化
政
策
に
置
く
か
に
よ
り
て
異
る
の
で
あ
る
。
此
二
の
も
の
共
に
相
首
の
根
援
が
あ
り
、
そ
し
て
段
身
と
時
勢
が
祉
曾
及
教

化
政
策
に
偏
傾
し
ゃ
う
と
し
て
居
る
と
と
は
見
逃
し
て
は
友
ら
ね
が
、
併
し
此
枇
曾
及
教
化
政
策
に
あ
ま
り
に
重
き
を
置
き
過
宮
て

財
産
元
本
の
侵
蝕
と
在
る
事
は
、

一
時
的
の
庭
置
と
し
て
は
己
む
を
得
ね
こ
と
あ
り
と
し
て
も
、
恒
久
的
施
設
と
し
て
は
枇
舎
政
策

に
反
す
る
こ
と
に
も
友
り
、
ま
し
て
図
民
経
済
上
の
目
的
に
合
は
や
、
財
政
上
の
目
的
を
も
建
せ
十
、
文
化
及
一
耐
祉
の
目
的
に
も
合

は
十
、
園
家
会
幽
値
上
不
得
策
と
い
ふ
こ
と
に
友
る
。
丁
度
・
今
度
の
新
計
童
の
相
続
税
率
は
共
れ
で
、
之
を
外
園
側
に
見
る
も
普
通

の
よ
り
は
高
き
に
偏
り
、
之
を
利
経
卒
か
ら
計
算
し
て
も
・
此
れ
で
は
財
産
元
本
可
侵
と
す
る
の
外
た
い
。
そ
れ
で
幾
ら
か
之
を
綬

和
す
る
や
う
に
改
め
て
は
何
う
か
。
と
考
へ
る
。


